
物 件 調 書

所 在 地 磐田市見付字護世寺４１６８番 １ほか９筆

住 居 表 示 －

面 積
1,166.78㎡ (実測面積)

地 目
(現 況)宅地 土地の

形 状
やや不整形地

1,166.78㎡ (登記簿面積) (登記簿)宅地

接面道路の幅員､

種別､状況等

西側約26.4ｍのうち一部が幅員約4.１ｍの舗装市道に等高に接面し、それ以外の部分

は最大約0.3ｍ低く接面

私道の負担等に

関 する事 項
無

法
令
に
基
づ
く
制
限
の
概
要

都市計画区域 市街化区域 用途地域 第1種中高層住居専用地域

建ぺい率 指定建ぺい率 60％ 基準建ぺい率 60％

容 積 率 指定容積率 150％ 基準容積率 150％

高さの制限

道路斜線制限 無・有 隣地斜線制限 無・有

北側斜線制限 無・有 絶対高さ制限 無・有 ( 10ｍ・ 12ｍ )

日影による中高層の建築物の制限 無・有

外壁後退 無・有 壁面線の制限 無・有

準防火地域 無・有 防火地域 無・有

そ の 他

静岡県建築基準条例第10条（がけ条例）、建築基準法第22条区域、都市再生特別措

置法(居住誘導区域内、都市機能誘導区域外)、屋外広告規制(第１種普通規制地域

(用途指定))、景観法、日影規制(１)

※ 各制限内容の詳細は、関係市町村の建築確認担当課にお問い合わせください。

供給処理施設

の状況

事 業 所 名 電 話 番 号

電 気 引込不可・引込可 中部電力パワーグリッド磐田営業所 0120-977-250

上水道 引込不可・引込可 磐田市上下水道総務課 0538-58-3086

下水道 引込不可・引込可 磐田市上下水道総務課 0538-58-3086

都市ガス 引込不可・引込可 サーラエナジー（株）浜松供給センター 053-462-9322

※ 引込み費用等の詳細は、上記事業所にお問い合わせください。

交通機関

（直線距離）

バ ス 遠鉄バス「中遠総合庁舎」停留所：物件の東方約300ｍ

鉄 道 JR東海道本線「磐田」駅：物件の南方約2.0kｍ

公共施設

（直線距離）

役 所 磐田市役所 ：物件の南方約1.2kｍ

小学校 磐田北小学校 ：物件の東方約1.0ｋｍ

中学校 磐田第一中学校 ：物件の南方約1.0kｍ

◎参考事項（物件の状況、法令上の制限等に関する特記事項）

・東側端部に法面を介して約2.3m低い場所に幅２～３mの平坦部があり、北東端の幅約2.5mの階段で降りること

が出来ます。

・無番地を介した東側隣接地は対象地の有効宅地部分よりも約６m低く、無番地の東側境界線より約10mの範囲

(対象物件の東側の一部)が静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)による規制対象地に含まれます。

・対象物件敷地外周の大部分にブロック塀基礎・フェンス基礎などが土留めとして残置されています。また、南

西角の基礎の一部は隣接地に越境しており、その他の一部の基礎においては隣接地に越境している可能性が

あります。

・対象物件南側中央辺りに、隣接地権者の所有と思われるネットフェンス(W約67㎝×H約117㎝)があり、基礎及

びネットフェンスの一部が対象物件に越境しています。

※隣接地権者と県立磐田南高等学校担当者が現地立会いのもと確認したところ、「はっきりとは分からないが、

恐らく先代か先々代が作ったものではないかと思われる」とのことです。

・解体工事にて、対象物件北側の中央辺りにブロック塀(L=23.55m)を、対象物件東側に浸透桝(φ50)を３つ新

設しています。

・解体工事にて、基礎や埋設配管を撤去していますが、掘削深度は不明です。また、産業廃棄物が発見された

記録はありません。

・土壌汚染調査、埋設物調査は実施していません。



・対象物件の一部で、境界標が確認できていない場所があります。

・対象物件東側の階段・擁壁については、公立学校共済組合から引き継がれた職員住宅の建築図面に記載が

なく、所有者や建設時期等の詳細は不明であり、割れや剥がれ、キズ等がある可能性があります。また、擁壁が

南側隣接地に越境している可能性がありますが、現状のまま引き渡します。

・対象物件西側に都市ガス低圧本管100㎜の埋設管がありますが、職員住宅ではプロパンガスを使用していまし

た。なお、都市ガスを供給しているサーラエナジー株式会社によると賃貸マンション50戸でも十分供給は可能で

あるとのことですが、詳細はお問い合わせください。

・参考図面として添付している「埋設配管、集水桝撤去、既存配管切離し、キャップ止め」の図面の北西側で

「キャップ止め」としている管は給水管ではなく下水管の可能性が高く、該当の管はDVキャップ(100φ)でキャッ

プ止めしています。該当の管は図面で示す場所付近の解体工事写真では「既存最終枡 残置」とされていま

す。※職員住宅を使用していた時は、北側市道から上水道に接続し、西側市道の下水道に接続していました。

・後述する昭和40年の職員住宅設計図は、対象物件に建てられていた職員住宅の個別の設計図でなく、その

時代に建築された一般的な職員住宅の設計図である可能性があり、建物の構造等の詳細は不明です。

・昭和40年の職員住宅設計図では敷地北西側に浄化槽を設置していることになっていますが、竣工図が保管さ

れていないため、実際に北西側に浄化槽が設置されたのかは不明であり、撤去の履歴もありません。平成10年

度に下水切替え工事の実施と南東側に設置していた浄化槽本体や埋設管(撤去範囲不明)を撤去し、平成21

年度に浄化槽躯体や浄化槽設置場所付近のブロック積擁壁等を撤去していますが、すべて撤去しきれていな

い可能性があります。

※平成10年度の下水切替え工事の添付図面には、敷地北西側に四角い枠が描かれておりますが、詳細は不

明です。

・杭については、昭和40年の職員住宅設計図からは存在が確認できず、竣工図が保管されていないため、実際

に杭が存在するかは不明です。また、解体工事において、杭や杭の撤去に関する図面、写真等はありません。

・木杭及びトラロープで柵が設置してありますが、設置したまま引き渡します。

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料にすぎません。

必ず、入札参加者ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。



品質に係る注意事項

(1) 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行います。

(2) 埋設物調査は実施していませんので、地中埋設物が存在している可能性があります。

(3) 物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等につ

いては確認していません。これらの設備の品質は保証できません。

(4) 物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場

合があります。

(5) 物件の敷地内(地中を含む)にゴミ(家電等を含む)・ガラ・砕石・切り株・雑草等が存在する場

合があります。

(6) 物件調書に特段の記載のない限り、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。

その他の注意事項（契約不適合責任の免責等）

(1) 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行いますので、物件調書を

ご参照のうえ、必ず事前に現地の確認をしてください。

なお、物件調書と現状が異なる場合には現状を優先します。

(2) 土地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として、散水等に努めてください。

(3) 土地の形質変更をする場合の費用負担については、県は対応しません。また、土地の形質変更

をする場合は、騒音・粉塵防止対策等の周辺の環境に配慮してください。

(4) 新たな建物を建築するにあたっては、建築基準法、文化財保護法及び県、市町の条例のほか協

定等により、指導がなされる場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、関係機関

にご確認ください。

(5) 物件によっては、敷地内にフェンス、塀、柵等が設置されていますが、これらの工作物の補修・

改修・撤去・再築造及びその費用負担については、県は対応しません。

(6) 埋設物調査は実施していませんので、地中埋設物が存在している可能性があります。地中埋設

物が発見されたとしても、これらの撤去及びその費用負担については、県は対応しません。

(7) 物件によっては、埋蔵文化財包蔵地に該当するため、開発方法によっては試掘調査が必要とな

る場合があります。(詳しくは物件所在市町村の教育委員会にお問合わせください。)

(8) 物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等につ

いては確認していません。これらの敷設設備の補修・移設・改修・撤去・再築造及びその費用

負担等については、県は対応しません。

(9) 物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場

合がありますが、現状引渡しとなりますので、移設・撤去・再築造及びその費用負担等につい

ては、県は対応しません。

(10)物件の敷地内及び敷地上空又は隣接地等に電柱(電信柱・電柱付属物・電線等を含む)・支線・

ゴミ置き場・道路設置物(ガードレール等)・道路標識(カーブミラー等を含む)等がある場合の

移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者又は管理者等にお問い合わせください。県

ではこれらについて対応しません。

(11)物件の敷地内(地中を含む)にゴミ(家電等を含む)・ガラ・砕石・切り株等が存在する場合があ

ります（品質）が、撤去及びその費用負担等については、県は対応しません。

(12)現状での引渡しのため、現地の除草・伐採及びその費用負担等については、県は対応しません。



案 内 図

売払い物件

凡例

※およその位置を示す案

内図になります。

土地の正確な形状を表

すものではありません。
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